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ドイツ法における土地の相続手続きについて

平成国際大学法学部法学科教授 小西 飛鳥
こにし あすか

Ⅰ はじめに

わが国では、不動産について所有者不明の土地

が問題になっている。その原因として所有者が死

亡し、相続が発生したにもかかわらず、相続登記

がなされずに放置されていることが主たる原因の

一つとして指摘されている。この場合、相続人が

そもそも存在しているのか明らかでない場合には、

相続財産は法人とされ（民法 条）、利害関係人

または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財

産管理人を選任することなる（民法 条）。そし

て、相続財産が管理されて相続人の調査が行われ

る。この手続きにより相続人の存在しないことが

明らかになった場合、民法の制度上は被相続人の

財産は国庫に帰属することになる（民法 条）。

一方、相続人は存在するが、何もせずに放置して

いる場合、不動産については被相続人の名義で登

記記録が存続し、実体関係を反映しない登記記録

の状態が継続することになる。さらに、その相続

人が死亡し次の相続が発生することにより、被相

続人の財産が最初の相続が発生する前の状態で放

置されることになり、権利関係はますます複雑に

なる。この問題を解決する手がかりとして、わが

国の民法の母法の一つであるドイツ法において何

                                                      
最近、出版されたものとして例えば、吉原祥子「レポ

ート 人口減少時代の土地制度 「所有者不明化」

問題から見える課題」時の法令 号 頁～ 頁、

佐藤忠治、小善真司、知久公子、土手敏行、深山卓也、

山野目章夫「＜パネルディスカッション＞～未来につな

ぐ相続登記～ 上 下 」登記情報 号 頁～ 頁、

号 頁～ 頁など。

らかの手当てがなされているのかを検討すること

にする。本稿ではドイツの相続制度、特に遺産に

不動産が含まれている場合の登記手続きについて

以下で述べることにする。

Ⅱ ドイツ法

１ ドイツ民法における相続

（１）相続の開始

わが国と同様、ドイツ民法（以下、 と記す）

においても「人の死亡により」相続が開始する

（ 条 項）。そして、相続による権利の承

継は、個別的承継ではなく、包括的承継である。

それ故、相続人が数人あるときは、個々の共同相

続人は、個々の遺産目的物について個別に権利を

有するのではなく、遺産全体についての持分を有

することになる。

（２）相続人

相続人は、まず第 に被相続人の意思に基づい

て定まる（任意相続人、 条、 条）。被

相続人による相続人の指定がない場合に補充的に、

民法の規定によって相続人が定まる（法定相続人、

条～ 条）。被相続人の意思に基づいて

定まるのが全体の相続の約 ％であることから、

法定相続人の規定が先に置かれていることについ

                                                      
／ §

浦野由紀子「ドイツ法」『各国の相続法制に関する調査

研究業務報告書』（商事法務研究会、 年） 頁、太

田武男、佐藤義彦編『注釈ドイツ相続法』（三省堂、

年）参照。

特集 所有者不明地等の課題と対応
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ては妥当であるとされる。

法定相続人は、被相続人が死因処分をした場合

には、相続資格を取得できず、また被相続人より

も先に死亡した場合（ 条）、廃除された場

合（ 条）、相続放棄をした場合（

条）、相続欠格事由がある場合（ 条）にも

相続資格を失う。

① 任意相続人とその相続分 
被相続人は、死因処分によって相続人を指定す

ることができる（ 条）。死因処分とは、遺

言（ 条、 条以下、 条以下）、共

同遺言（ 条以下）及び相続契約（

条、 条以下）により自己の遺産を相続人に付

与する行為をいう。

② 法定相続 
相続人は、その相続財産を売却することができ

る。単独相続人であるときは遺産に属する個々の

目的物を、共同相続人であるときはその相続分を

第三者に移転することができる。しかし、これら

の場合においても、売主はなお相続人である。遺

産に対する権利のみを喪失するに過ぎない。

法定相続人となるのは、血族（ 条）、配

偶者（ 条）、生活パートナー（生活パート

ナーシップ法 条）、国庫（ 条）である。

血族相続人は、順位群（ ）に分けられ、

相続順位が定められる。第 順位群の法定相続人

は、被相続人の直系卑属（ 条）、第 順位

群は被相続人の両親とその直系卑属（被相続人の

兄弟姉妹とその直系卑属）（ 条）、第 順

位群は被相続人の祖父母とその直系卑属（

条）といったように、理論的には直系尊属を無限

に遡って何世代もの前の先祖を共通にする者が相

続人になり得る。ただし、上位の順位群に相続人

がいる限り、次順位の順位群の者は相続人になら

ない（ 条）。また、第 順位群以降の血族

                                                      
／ § 浦野・前掲注

） 頁。

／ § 浦野・前掲注

） 頁。

浦野・前掲注 ） 頁～ 頁。

相続人は、被相続人の配偶者または同性パートナ

ーがいる場合には、相続権がない（ 条

項）。

（３）相続人が複数の場合

数人の相続人が相続する場合について、単独相

続の例外として 条以下の規定が置かれて

いる。共同相続関係については、 条以下

の規定がまず適用され、これらの規定中に定めが

ない場合、共同相続の本質に矛盾しない限りにお

いて単独相続に関する規程が適用される。共同相

続人とは、現実に相続した真の相続人を意味して

おり、排除や相続放棄等により相続人とならない

者は含まない。この相続人の共同関係は、相続財

産に属する最後の目的物を分割することによって

終了する。あるいは、共同相続人の一人が遺産に

対するすべての持分を取得することによっても終

了する。遺産に属する個々の目的物について分割

することも可能であるが、このような遺産の一部

分割の場合には、分割された目的物は遺産から分

離し、相続人の共同関係はその限りで終了し、未

分割の遺産についてのみ存続することになる。未

分割の遺産が残存する限り、相続人の共同関係は

存続し、相続人がその目的物の存在について知ら

なかった場合でも同様である。

遺産は、共同相続人の合有に属する。従って、

共同相続人は、個々の遺産の目的に対する自己の

持分を処分することができない（ 条 項）。

これにより、遺産の散逸が防止され、スムーズな

遺産分割を図ることができる。しかし、同様に合

有と解される組合財産（ 条）及び夫婦財産

共同制（ 条）と異なり、遺産については

その全体に対する自己の持分（相続分）を処分す

ることは許される（ 条 項）。その理由

として、遺産に対する共同相続人の合有関係は、

法律によって偶然に生ずる共同関係であり、構成

員間の人的信頼を基礎としておらず、継続される

                                                      
浦野・前掲注 ） 頁。

／ §

／ §

／ §
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ては妥当であるとされる。

法定相続人は、被相続人が死因処分をした場合

には、相続資格を取得できず、また被相続人より

も先に死亡した場合（ 条）、廃除された場

合（ 条）、相続放棄をした場合（

条）、相続欠格事由がある場合（ 条）にも

相続資格を失う。

① 任意相続人とその相続分 
被相続人は、死因処分によって相続人を指定す

ることができる（ 条）。死因処分とは、遺

言（ 条、 条以下、 条以下）、共

同遺言（ 条以下）及び相続契約（

条、 条以下）により自己の遺産を相続人に付

与する行為をいう。

② 法定相続 
相続人は、その相続財産を売却することができ

る。単独相続人であるときは遺産に属する個々の

目的物を、共同相続人であるときはその相続分を

第三者に移転することができる。しかし、これら

の場合においても、売主はなお相続人である。遺

産に対する権利のみを喪失するに過ぎない。

法定相続人となるのは、血族（ 条）、配

偶者（ 条）、生活パートナー（生活パート

ナーシップ法 条）、国庫（ 条）である。

血族相続人は、順位群（ ）に分けられ、

相続順位が定められる。第 順位群の法定相続人

は、被相続人の直系卑属（ 条）、第 順位

群は被相続人の両親とその直系卑属（被相続人の

兄弟姉妹とその直系卑属）（ 条）、第 順

位群は被相続人の祖父母とその直系卑属（

条）といったように、理論的には直系尊属を無限

に遡って何世代もの前の先祖を共通にする者が相

続人になり得る。ただし、上位の順位群に相続人

がいる限り、次順位の順位群の者は相続人になら

ない（ 条）。また、第 順位群以降の血族

                                                      
／ § 浦野・前掲注

） 頁。

／ § 浦野・前掲注

） 頁。

浦野・前掲注 ） 頁～ 頁。

相続人は、被相続人の配偶者または同性パートナ

ーがいる場合には、相続権がない（ 条

項）。

（３）相続人が複数の場合

数人の相続人が相続する場合について、単独相

続の例外として 条以下の規定が置かれて

いる。共同相続関係については、 条以下

の規定がまず適用され、これらの規定中に定めが

ない場合、共同相続の本質に矛盾しない限りにお

いて単独相続に関する規程が適用される。共同相

続人とは、現実に相続した真の相続人を意味して

おり、排除や相続放棄等により相続人とならない

者は含まない。この相続人の共同関係は、相続財

産に属する最後の目的物を分割することによって

終了する。あるいは、共同相続人の一人が遺産に

対するすべての持分を取得することによっても終

了する。遺産に属する個々の目的物について分割

することも可能であるが、このような遺産の一部

分割の場合には、分割された目的物は遺産から分

離し、相続人の共同関係はその限りで終了し、未

分割の遺産についてのみ存続することになる。未

分割の遺産が残存する限り、相続人の共同関係は

存続し、相続人がその目的物の存在について知ら

なかった場合でも同様である。

遺産は、共同相続人の合有に属する。従って、

共同相続人は、個々の遺産の目的に対する自己の

持分を処分することができない（ 条 項）。

これにより、遺産の散逸が防止され、スムーズな

遺産分割を図ることができる。しかし、同様に合

有と解される組合財産（ 条）及び夫婦財産

共同制（ 条）と異なり、遺産については

その全体に対する自己の持分（相続分）を処分す

ることは許される（ 条 項）。その理由

として、遺産に対する共同相続人の合有関係は、

法律によって偶然に生ずる共同関係であり、構成

員間の人的信頼を基礎としておらず、継続される

                                                      
浦野・前掲注 ） 頁。

／ §

／ §

／ §

ものではなく直ちに解消される予定のものだから

であるとされる。そのため、各共同相続人は、遺

産に対する自己の持分を処分することによって、

遺産を換金する手段が確保されている 。

自己の持分を処分する処分行為とは、直接的に

絶対権その他の権利の得喪を生ずる法律行為をい

う。例えば、譲渡契約、担保設定契約などがこれ

にあたる。持分の処分には、公正証書の作成とい

う方式が要求される（ 条 項 文）。これ

は、持分の軽率な処分を防止し、また処分の存否

に関する証明の負担を軽減するためのものである

。

（４）遺産分割

相続人が複数の場合、遺産分割は共同相続人の

契約によって行うことができる。この場合、時期、

方法、内容についても、また方式についても何ら

の制約を受けない 。

遺産分割は相続財産全体を分割するのを原則と

するが、相続財産の一部に限定して分割すること

もできる。

遺産分割の契約自体は方式を要しないが、相続

財産を構成する土地上の持分を一人または数人の

共同相続人に譲渡する義務が生ずる場合には

条 項 文の方式を必要とする 。

共同相続人間において遺産分割に関する合意が

できないときには、各共同相続人は分割請求を訴

訟によって主張することができる。原告は、法律

の定めに従った分割計画を提出し、分割を実行す

るよう申し立てをする。この訴訟は、原告が申し

立てた分割に同意を求めることに等しく、訴えを

認容する判決は、同意の意思表示に代わるもので

ある 。

                                                      
太田・前掲注 ） 頁参照。

／ §

／ §

／ §

／ §

２ 土地の相続における訂正登記

（１）登記の不真正

上記の手続を経て相続人が土地を相続すると、

土地登記簿上は不真正の状態が生じる。不真正の

登記が生ずる場合として、相続をはじめとした登

記簿外での権利変動が原因となる。この場合に、

登記と実体関係の齟齬を除去するための手段とし

て、訂正登記請求権（ 条 ）が用意されて

いる。すなわち、訂正登記権利者には、不真正な

登記によって自己の権利を侵害している者（訂正

登記によって不利益を受ける表見権利者）に対し

てその不真正な登記を訂正すべき請求権が与えら

れている 。

条の訂正登記請求権を根拠づける登記の

不真正とは、権利の登記の内容が実際の権利関係

と合致していない登記をいう。そしてこの不真正

は、わが国の不動産登記法では区別されている、

原始的に生じたものか事後的に生じたものかを区

別しないで、登記簿外で成立した権利変動はすべ

てこれを訂正登記の対象としてとらえている。し

たがって、訂正登記の対象は、わが国の不動産登

記法でいう変更登記、更正登記だけでなく、権利

の移転または権利の抹消の場合にも、訂正登記の

対象となるものがある。本稿のテーマである相続

はこれにあたる 。

（２）登記手続きの原則

訂正登記も登記に必要な要件に関しては一般原

則、すなわち登記申請主義の原則（土地登記法（以

                                                      
「 条（土地登記簿の訂正）

土地を目的とする権利、その権利を目的とする権利又は

第 条第 項に掲げる方法による処分制限について、

土地登記簿の内容が真の権利状態と合致しないときは、

自己の権利につき登記をされていない者、不真正の登記

をされている者又は存在しない負担若しくは制限の登

記によって侵害を受ける者は、土地登記簿の訂正に利害

関係を有する権利者に対して、その訂正に同意すること

を請求することができる。」同条の訳については、マン

フレート・ヴォルフ、マリーナ・ヴェーレンホーファー

著、大場浩之、水津太郎、鳥山泰志、根本尚徳訳『ドイ

ツ物権法』（成文堂、 年） 頁によった。

石川清、小西飛鳥『ドイツ土地登記法』（三省堂、

年） 頁。

前掲注 ） 頁。
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下、 と記す） 条）、登記許諾の原則（

条）、登記義務者先行登記の原則（ 条）、証

券の提出の原則（ 条）が適用される。

したがって、①登記申請権者（能働的当事者ま

たは受働的当事者）からの登記申請、②受働的当

事者の訂正登記の許諾が必要となる。さらに、③

訂正登記の特別な要件として、土地所有者または

地上権者の登記について訂正登記をなすべきとき

には、その者の同意を要する（ 条 項）。

この原則については重要な例外がある。その一

つは、登記申請の原則に対する例外として、訂正

登記に関する職権による処分（ 、 、 条）

があり、もう一つの例外は、登記許諾の原則の例

外として、不真正証明制度がある（ 条 項）。

登記の不真正が公文書によって証明された場合に

は、受働的当事者の訂正登記許諾を要せず訂正登

記をなすことができる。したがって、訂正登記申

請者は登記許諾による訂正登記をなすかまたは不

真正証明制度を利用して訂正登記をなすかを選択

することができる。ただし、相続登記に関しては

相続証明書によってのみ証明されることができる

。

能働的当事者及び受働的当事者の概念であるが、

能働的当事者とは、訂正登記請求権を有する者、

すなわち、登記されていないまたは正しく登記さ

れていない権利の権利者である。相続の場合であ

れば、相続により当該土地の所有者となった相続

人である。

これに対して受働的当事者とは、訂正登記請求

権の債務者であり、 の規定により正しい登記

状態を作り出すために必要な登記許諾をなすべき

者である。 条は、自己の「権利」が訂正登

記によって不利益を受ける者に対して登記簿の訂

正のための同意（ ）を請求することが

できる、と定めている。この文言の意味について

は、 条に定める同意とは異なり、訂正登記

をなすべきことを、 条、 条の規定により

許諾することを意味していることから、本条によ

                                                      
前掲注 ） 頁。

る同意はこれを登記許諾と読み替えるべきとされ

る 。

（３）相続を原因とする土地登記簿の訂正

相続の証明については、 条が特別な規定

を定めている。すなわち、原則として相続の証明

は相続証明書によって行われる（ 条 項

文）。登記所と遺産裁判所が同じ区裁判所の管轄で

ある場合、相続証明書を援用するのみで十分であ

る。登記所と遺産裁判所が異なる裁判所の管轄で

ある場合、登記所に相続証明書の謄本

（ ）を提示しなければならない。

（４）所有者の登記に関する訂正登記の強制

（ 条）

相続人が自ら上記の訂正登記の申請を行う場合

には問題ないが、行わずに放置していることによ

り登記簿が不真正の状況になることは、土地所有

権（地上権）が土地に関する納税および各種の公

共負担のような公法上の義務と結び付いているこ

とから、土地所有者の登記の真正を継続的に保つ

必要がある 。そこで、 条から 条までは、

登記簿外での所有権移転によって土地所有者の登

記が不真正になった場合に、その訂正登記の強制

と職権による訂正登記を規定している。

条では、土地所有者に対して、土地所有

権が登記簿外での移転によって所有権登記が不真

正となった場合、その登記を訂正すべきことを義

務付け、その具体的内容として、訂正登記申請義

務を課し、かつそのための必要書類を入手すべき

ことを義務付けている。

登記簿外での権利の移転により所有権の登記が

不真正となる場合について、登記官は確定しなけ

ればならない。登記の不真正についての認識につ

いて、登記官は職務上知ることもできる。例えば、

条に基づく遺産裁判所からの通知があった

場合である。さらに、登記簿に記載された所有者

が、長い年月が経っても変更されない場合、その

年月の経過から所有者がもはや生存していないと

                                                      
前掲注 ） ～ 頁。
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下、 と記す） 条）、登記許諾の原則（

条）、登記義務者先行登記の原則（ 条）、証

券の提出の原則（ 条）が適用される。

したがって、①登記申請権者（能働的当事者ま

たは受働的当事者）からの登記申請、②受働的当

事者の訂正登記の許諾が必要となる。さらに、③

訂正登記の特別な要件として、土地所有者または

地上権者の登記について訂正登記をなすべきとき

には、その者の同意を要する（ 条 項）。

この原則については重要な例外がある。その一

つは、登記申請の原則に対する例外として、訂正

登記に関する職権による処分（ 、 、 条）

があり、もう一つの例外は、登記許諾の原則の例

外として、不真正証明制度がある（ 条 項）。

登記の不真正が公文書によって証明された場合に

は、受働的当事者の訂正登記許諾を要せず訂正登

記をなすことができる。したがって、訂正登記申

請者は登記許諾による訂正登記をなすかまたは不

真正証明制度を利用して訂正登記をなすかを選択

することができる。ただし、相続登記に関しては

相続証明書によってのみ証明されることができる

。

能働的当事者及び受働的当事者の概念であるが、

能働的当事者とは、訂正登記請求権を有する者、

すなわち、登記されていないまたは正しく登記さ

れていない権利の権利者である。相続の場合であ

れば、相続により当該土地の所有者となった相続

人である。

これに対して受働的当事者とは、訂正登記請求

権の債務者であり、 の規定により正しい登記

状態を作り出すために必要な登記許諾をなすべき

者である。 条は、自己の「権利」が訂正登

記によって不利益を受ける者に対して登記簿の訂

正のための同意（ ）を請求することが

できる、と定めている。この文言の意味について

は、 条に定める同意とは異なり、訂正登記

をなすべきことを、 条、 条の規定により

許諾することを意味していることから、本条によ

                                                      
前掲注 ） 頁。

る同意はこれを登記許諾と読み替えるべきとされ

る 。

（３）相続を原因とする土地登記簿の訂正

相続の証明については、 条が特別な規定

を定めている。すなわち、原則として相続の証明

は相続証明書によって行われる（ 条 項

文）。登記所と遺産裁判所が同じ区裁判所の管轄で

ある場合、相続証明書を援用するのみで十分であ

る。登記所と遺産裁判所が異なる裁判所の管轄で

ある場合、登記所に相続証明書の謄本

（ ）を提示しなければならない。

（４）所有者の登記に関する訂正登記の強制

（ 条）

相続人が自ら上記の訂正登記の申請を行う場合

には問題ないが、行わずに放置していることによ

り登記簿が不真正の状況になることは、土地所有

権（地上権）が土地に関する納税および各種の公

共負担のような公法上の義務と結び付いているこ

とから、土地所有者の登記の真正を継続的に保つ

必要がある 。そこで、 条から 条までは、

登記簿外での所有権移転によって土地所有者の登

記が不真正になった場合に、その訂正登記の強制

と職権による訂正登記を規定している。

条では、土地所有者に対して、土地所有

権が登記簿外での移転によって所有権登記が不真

正となった場合、その登記を訂正すべきことを義

務付け、その具体的内容として、訂正登記申請義

務を課し、かつそのための必要書類を入手すべき

ことを義務付けている。

登記簿外での権利の移転により所有権の登記が

不真正となる場合について、登記官は確定しなけ

ればならない。登記の不真正についての認識につ

いて、登記官は職務上知ることもできる。例えば、

条に基づく遺産裁判所からの通知があった

場合である。さらに、登記簿に記載された所有者

が、長い年月が経っても変更されない場合、その

年月の経過から所有者がもはや生存していないと

                                                      
前掲注 ） ～ 頁。

いうことからも認識される 。

訂正登記強制手続きを延期することの正当な理

由が存在する場合には、登記所は手続きを延期す

べきことをあわせて定めている。例えば、相続が

開始したが、土地の譲渡または所有権の放棄が予

定されている場合には、登記の訂正は相続人に義

務付けられない 。少なくとも費用法 条 項に

定める 年の期間が経過するまでは、原則として

登記の強制の措置の対象とはならない 。

① 訂正登記の義務者 
訂正登記をなすべきことが義務付けられている

者は、登記簿外で土地所有権を取得した所有者ま

たは土地の管理について権限を有している遺言執

行者である（ 条 文）。土地の管理が遺言執

行者の権限のもとにある場合には、所有者は訂正

登記強制の義務を負わない。なぜならば、この場

合には、遺言執行者だけが訂正登記申請をするこ

とができ、相続人はその登記申請をすることがで

きないからである。所有者が複数いる場合には、

それぞれの者が単独で申請することができ、訂正

すべきことの義務はそのうちの一人またはすべて

の者に課せられるべきである 。

② 義務の内容 
登記所は義務者に対して次のような内容による

義務を課している。すなわち、㋐不真正な登記を

訂正するための登記を申請すべきこと、㋑訂正登

記のために必要な書類（たとえば相続証明書）を

入手して、それを登記所に提出すべきことである。

この必要書類とは、登記申請が強制された場合に

特有のものではなく、訂正の登記申請に必要な書

類である。すなわち、登記簿外において生じた所

有権移転を証明する書類を入手して、提出すべき

であり、相続であれば相続証明書が要求される。

また、税務署の納税義務履行証明書も訂正登記に

必要な書類である 。

                                                      

§

§

§

§

③ 訂正登記の手続き 
登記所は訂正登記の手続きを、職権をもって開

始する。その手続きの実施を申請することはでき

ない。もし申請されたとしても、その申請は職権

発動を促す意味を有するだけである 。登記所が

訂正登記強制手続きを開始したときには、

条の義務は命令又は決定の方式によって課せられ

るべきである。この命令には訂正登記に必要な書

類が具体的に記載されなければならず、さらにこ

の義務を履行するための適当な期日が定められて

いなければならない 。

義務者が命令によって課せられた義務に、正当

な理由がないにもかかわらず、従わない場合には、

その者を命令に服従させるために、義務を履行し

ないときには一定の強制金が課せられる旨の警告

を発し、それでも従わないときには、強制金を定

めることができる（ 条） 。

（５）所有者の登記に関する職権による訂正登記

の実行（ 条、 条）

条は、 条による土地所有者に課し

た訂正登記強制によっても訂正登記が期待できな

い場合には、職権による訂正登記の可能性の途を

開いたものである。 条は、登記簿外で所有

権が移転する典型的な例でもあり、かつ最もその

頻度が高い相続事件に関与する遺産裁判所に対し

て、相続の開始および相続人について、管轄登記

所に通知することを義務付けている 。

登記簿外での所有権移転による登記の不真正が

確定し、かつ 条の訂正登記強制手続きを実

行することができずまたはその成果が期待できな

いときには、登記所は所有者の登記に限って、職

権をもって訂正登記を実行することができる

（ 条）。これは義務者がドイツ国外に居住

していたり、または義務者の住所を知ることがで

きない場合、あるいは義務者が無産者であるため、

強制金手続きによってもその目的を達することが

                                                      

§

§

前掲注 ） 頁～ 頁。
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できない場合に用意された規定である 。

職権による訂正登記であっても、登記のために

必要な不真正証明書は、登記の根拠として、登記

のその他の要件と同様に充足されなければならな

い。また職権による訂正登記の枠内において、登

記所は遺産裁判所に相続人の探知を嘱託すること

ができる（ 条） 。また相続証明書を交付

しまたは相続人を探知した遺産裁判所も土地が遺

産に属していることを知った場合には、管轄登記

所に対して相続の開始および相続人について通知

しなければならない（ 条 文）。また遺産裁

判所が、遺言または相続契約証書を開披した場合

にも同様の通知義務が成立する（ 条 文）

ほか、遺産裁判所はそのような場合さらに、裁判

所が相続人の居所を知っているかぎり、相続人に

対しても、相続によって所有者の登記が不真正に

なっていることおよび相続による所有権移転登記

については費用法 条 項により、相続登記申請

が相続開始後 年以内に登記所に提出された場合

には、登記されている所有者の相続人の登記につ

いては無料である旨を指摘して通知しなければな

らない（ 条 文） 。

Ⅲ 終わりに

ドイツ法においては、登記には公信力があり、

登記の正当性を信頼して不動産に入った者は、た

とえ登記が不真正であったとしても、登記はその

者にとっては真正なものとみなされ保護されるこ

とになるが、その反面、登記されていなかった実

際の権利者または権利の内容が正しく登記されて

いなかった権利者または成立していない権利が登

記されている所有者等は、第三者の善意取得によ

って物権の喪失または過大な負担を強いられるこ

とになる。その一方で、ドイツ法は法律行為によ

る権利変動については登記を成立要件としている

ため（ 条、 条、 条、 条 項、

項、 条 項）、原則として登記をしなければ権

                                                      
§

§

§

利変動も成立しないから、登記なしに事後的に権

利が変動し、それによって登記の不真正が成立す

ることは、わが国の変更登記等に比べればその範

囲は狭い。

しかしながら、登記されていないこと、正しく

登記されていないことまたは成立していない権利

の登記によって自己の権利が侵害されている者は

そのような不真正な登記を訂正することの法的利

益を有することは明らかであり、また、公法上の

観点からも実体関係を登記に反映させる必要があ

る。そのため、土地の権利者には実体関係を反映

させる訂正登記請求権と同時に、訂正登記が義務

付けられているのである。相続の場面においては、

相続人が権利者となった場合にその登記が義務付

けられることになる。さらに、訂正登記を権利者

が行わない場合には、登記所が職権で登記をする

権限も付与されている。このように、ドイツ法に

おいては登記と実体関係ができる限り合致するた

めの制度が用意されている。

一方、わが国においては、登記はそもそも法律

行為における権利変動においても対抗要件に過ぎ

ず、公信力も与えられていないことから、登記と

実体関係を合致させる動機づけはドイツ法に比べ

ると低いようにも見えるが、登記が対抗要件とな

る権利変動においては、登記をしなければ第三者

に自己の権利を主張できないことから、登記と実

体関係を合致させることに成功しているように思

われる。ところが相続については、その登記をし

なくとも第三者に自己の権利を対抗できることも

関係しているのか 、わが国において相続人が登

記をしないで放置することによる問題が指摘され

ている。この問題を解決するためには、ドイツ法

のように権利者に登記を義務付ける制度及び職権

による登記は有用であるように思われる。

本稿ではドイツの訂正登記について整理したが、

実際にはどの程度、相続人に訂正登記が強制され、

または職権による登記が行われているのかについ

                                                      
大判大正 年 月 日民録 輯 頁、大判昭和

年 月 日民集 巻 頁、最判昭和 年 月

日民集 巻 号 頁。
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できない場合に用意された規定である 。

職権による訂正登記であっても、登記のために

必要な不真正証明書は、登記の根拠として、登記

のその他の要件と同様に充足されなければならな

い。また職権による訂正登記の枠内において、登

記所は遺産裁判所に相続人の探知を嘱託すること

ができる（ 条） 。また相続証明書を交付

しまたは相続人を探知した遺産裁判所も土地が遺

産に属していることを知った場合には、管轄登記

所に対して相続の開始および相続人について通知

しなければならない（ 条 文）。また遺産裁

判所が、遺言または相続契約証書を開披した場合

にも同様の通知義務が成立する（ 条 文）

ほか、遺産裁判所はそのような場合さらに、裁判

所が相続人の居所を知っているかぎり、相続人に

対しても、相続によって所有者の登記が不真正に

なっていることおよび相続による所有権移転登記

については費用法 条 項により、相続登記申請

が相続開始後 年以内に登記所に提出された場合

には、登記されている所有者の相続人の登記につ

いては無料である旨を指摘して通知しなければな

らない（ 条 文） 。

Ⅲ 終わりに

ドイツ法においては、登記には公信力があり、

登記の正当性を信頼して不動産に入った者は、た

とえ登記が不真正であったとしても、登記はその

者にとっては真正なものとみなされ保護されるこ

とになるが、その反面、登記されていなかった実

際の権利者または権利の内容が正しく登記されて

いなかった権利者または成立していない権利が登

記されている所有者等は、第三者の善意取得によ

って物権の喪失または過大な負担を強いられるこ

とになる。その一方で、ドイツ法は法律行為によ

る権利変動については登記を成立要件としている

ため（ 条、 条、 条、 条 項、

項、 条 項）、原則として登記をしなければ権

                                                      
§

§

§

利変動も成立しないから、登記なしに事後的に権

利が変動し、それによって登記の不真正が成立す

ることは、わが国の変更登記等に比べればその範

囲は狭い。

しかしながら、登記されていないこと、正しく

登記されていないことまたは成立していない権利

の登記によって自己の権利が侵害されている者は

そのような不真正な登記を訂正することの法的利

益を有することは明らかであり、また、公法上の

観点からも実体関係を登記に反映させる必要があ

る。そのため、土地の権利者には実体関係を反映

させる訂正登記請求権と同時に、訂正登記が義務

付けられているのである。相続の場面においては、

相続人が権利者となった場合にその登記が義務付

けられることになる。さらに、訂正登記を権利者

が行わない場合には、登記所が職権で登記をする

権限も付与されている。このように、ドイツ法に

おいては登記と実体関係ができる限り合致するた

めの制度が用意されている。

一方、わが国においては、登記はそもそも法律

行為における権利変動においても対抗要件に過ぎ

ず、公信力も与えられていないことから、登記と

実体関係を合致させる動機づけはドイツ法に比べ

ると低いようにも見えるが、登記が対抗要件とな

る権利変動においては、登記をしなければ第三者

に自己の権利を主張できないことから、登記と実

体関係を合致させることに成功しているように思

われる。ところが相続については、その登記をし

なくとも第三者に自己の権利を対抗できることも

関係しているのか 、わが国において相続人が登

記をしないで放置することによる問題が指摘され

ている。この問題を解決するためには、ドイツ法

のように権利者に登記を義務付ける制度及び職権

による登記は有用であるように思われる。

本稿ではドイツの訂正登記について整理したが、

実際にはどの程度、相続人に訂正登記が強制され、

または職権による登記が行われているのかについ

                                                      
大判大正 年 月 日民録 輯 頁、大判昭和

年 月 日民集 巻 頁、最判昭和 年 月

日民集 巻 号 頁。

ては明らかにすることはできなかった。また、相

続人の存在の存否について不明の場合の手続きに

ついても触れることができなかった。今後の課題

としたい。

参照条文 土地登記法（ ）

第 条（登記簿の訂正）

（ ）［登記簿の］誤りが証明された場合には、その登記

簿の訂正のために第 条による承諾を要しない。こ

れは特に処分制限の登記または抹消について適用す

る。

（ ）所有者または地上権者の登記による登記簿の訂正

は、第 条に規定する場合ではなく、または誤りが

証明されない場合であっても、所有者または地上権者

の同意（ ）を得たときに限り、行われる。

第 条（相続等の証明）

（ ）相続の証明は、相続証明書（ ）によって

のみすることができる。ただし、相続が公正証書によ

る死因処分に基づく場合には、相続証明書の代わりに

死因処分証書［遺言証書または相続契約証書］および

その死因処分証書の開披についての調書の提出で足

りる。登記所は、これらの遺言証書によって相続が証

明されないと認めるときは、相続証明書の提出を要求

することができる。

（ ）継続的財産共同制の成立および遺産の処分に関す

る遺言執行者の権限は、民法第 条および第

条に規定する証明書に基づく場合に限り、証明された

ものとされる。ただし、遺言執行者の権限の証明につ

いては、第 項第 文の規定を準用する。

（ ）土地または土地の共有持分の価格が ユーロ未

満、かつ、相続証明書または民法第 条の証明書

の取得が不相応な費用の支出または労力によっての

み可能である場合には、登記所は、その土地の所有者

または共有者の登記については、第 項および第

項に規定する証明方法にかかわらず、第 条の方式

を要しない他の証明方法によることができる。申請人

は、宣誓に代わる保証をすることも、認められる。

第 条（先行登記の例外）

（ ）自己の権利が新たな登記によって不利益を受ける

者が、登記されている権利者の相続人である場合にお

いて、その権利の移転もしくは消滅が登記されるべき

とき、または登記申請が被相続人もしくは遺産管理人

の登記承諾もしくは被相続人もしくは遺産管理人に

対する執行名義に基づくときは、第 条第 項の規

定は適用しない。

（ ）遺言執行者の登記許諾に基づく登記または遺言執

行者に対する執行名義に基づく登記については、その

登記許諾または執行名義が相続人に対しても効力を

有する場合に限り、前項を適用する。

第 条（申請義務）

登記簿が、登記簿外での権利移転により、所有者の登

記に関して不真正になった場合には、登記所は、所有

者または土地の管理権限を有する遺言執行者に対し、

登記簿の訂正を申請すべき旨および登記簿の訂正の

ために必要なすべての書類を提出すべき旨の義務を

課すべきものとする。ただし、登記所は、正当な理由

がある場合には、この措置をとらないことができる。

民法上の組合が、所有者として登記されている場合に

おいて、組合員の登記が、第 条第 文に基づき、

不真正になったとき、第 文および第 文が準用され

る。

第 条（職権による訂正）

第 条に規定する場合において、訂正の強制の手続

きを行うことができないとき、またはその成果の見込

みがないときは、登記所は、職権により訂正をするこ

とができる。登記所は、この場合に、遺産裁判所に所

有者の相続人の調査を嘱託することができる。

第 条（遺産裁判所による通知義務）

相続証明書を交付し、または相続人を調査した遺産裁

判所は、土地が遺産に属することが裁判所に明らかな

ときは、管轄登記所に対して相続の開始および相続人

を通知すべきものとする。遺言証書または相続契約証

書が開披された場合において、土地が遺産に属するこ

とが裁判所に明らかなときは、裁判所は、管轄登記所

に対して相続の開始を通知し、かつ相続人として指定

された者の居所が裁判所に明らかな場合に、相続人と

して指定された者に、相続の開始によって登記簿が不

真正になっていることおよび登記簿に訂正につき手

数料に関する法律上どのような優遇措置があるかに

ついて、教示すべきものとする。


